
（ 1 1 月2 0 日本審において都が提示した論点）

単身高齢世帯が今後大幅に増加することが見込まれる中、高齢者が孤立せず安心して暮らせる

住環境をどのように整備していくべきか。

地域のまちづくりやコミュニティ形成にも貢献するためには、都営住宅の計画的な建替えやスト ック

活用をどのように進めていくべきか。また、住宅セーフティネット の中核としての機能を、引き続きど

のように果たしていくべきか。

セーフティネット 機能の強化を進めるにあたり、区市町村や業界団体等とどのように連携していくべ

きか。また、福祉施策とはどのように連携していくべきか。

現状と今後の方向性について

【 住宅セーフティネット 】

資料３ －３



 現状

 これまでのご意見の概要

 重層的な住宅セーフティネットを構成する住宅

• 都営住宅

• 民間賃貸住宅

• 公社一般賃貸住宅

• 都民住宅

• （ 参考） 区市町村営住宅

• （ 参考） ＵＲ 住宅

 現状を踏まえた問題意識
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現状（ 重層的な住宅セーフティネット ）

○ 都は、都営住宅の積極的な活用や東京ささエール住宅の供給促進により、重層的な住宅セーフティネット の

機能強化を図っている。

○ 都営住宅は重層的な住宅セーフティネット の中核として引き続きその役割を果たしていく。

住宅市場
住宅は、都民が市場において自力で確保することが基本

自力での円滑な住宅確保が困難

低所得者等 子育て世帯 高齢者

住宅の確保に配慮を要する都民

など

• 東京ささエール住宅［ 約55千戸］

• サービス付き高齢者向け住宅等

［ 約25千戸］

• その他一般賃貸住宅

重層的な住宅セーフティネット

民間賃貸住宅 公社・UR等

• 都民住宅［ 約４ 千戸］

• 公社一般賃貸住宅［ 約71千戸］

• UR賃貸住宅［ 約160千戸］

• 都営住宅［ 約248千戸］

• 区市町村営住宅［ 約22千戸］
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公営住宅

※戸数は令和７ 年３ 月末時点

公共住宅等の積極的な活用に加え、民間賃貸住宅を活用した施策等を実施することで重層的な住宅セー

フティネットを構築し、住宅の確保に配慮を要する都民の安定した居住の確保を図ることが必要



現状（ 住宅の所有関係別住宅数・割合 ）

持家(戸建）

164.5万戸

22.7%

持家(共同住宅等）

159.1万戸

22.0%

民営借家

286.9万戸

39.6%

給与住宅

22.6万戸

3.1%

UR・公社の借家

20.3万戸

2.8%

公営の借家

24.1万戸

3.3%

不詳

46.1万戸

6.4%

住宅の所有関係別住宅数・割合（ 東京都）

全

住

宅

持 家

賃貸住宅

民営借家

給与住宅

Ｕ Ｒ ・公社
の借家

公営の
借家

戸建て

共同住宅

主に低所得者向け

所有が公的主体
以外が87.5%

3

都内の住宅は、持家及び民間賃貸住宅で、約９ 割を占めている。

（ 資料） 令和５ 年住宅・土地統計調査／総務省



（ 資料） 住宅・土地統計調査／総務省、全国マンション市場動向／（ 株） 不動産経済研究所、（ 公財） 東日本不動産流通機構より作成
（ 備考） 所有関係不詳等を除く戸数

現状（ 既存住宅スト ック ）

持ち家

民営借家

公営住宅

公社 Ｕ Ｒ

給与住宅ほか

空き家

空き家
（ 約90万戸）

22.8％
1,644,700戸

65,500戸 0.9％

190,100戸 2.6％

20.6％
1,485,800戸

32.3％
2,329,900戸

3.3％ 239,300戸

2.8％ 202,700戸

4.8％ 345,100戸

6.0％
431,800戸

1.4％
98,900戸

既存ストック
（ 約820万戸）

＜参考＞
〇新築分譲マンション

R7販売戸数 10,813戸

〇中古マンション
R7成約件数 26,439戸

・市場流通用の空き家 約61万戸
・長 期不在等の空き家 約18万戸
・壊れた空き家 約11万戸

長 屋住宅 共同住宅（ 木造） 共同住宅（ 非木造）戸建住宅

持ち家

民営借家

公営住宅

空き家

公社 UR

給与住宅 ほか
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既存住宅スト ックは約8 2 0 万戸

住宅ストックは、共同住宅（ 非木造） の民営借家、戸建住宅の持ち家、共同住宅（ 非木造） の持ち家

の順に多い。



現状（ 東京の将来世帯数 ）

2015年から2020年にかけて、東京の世帯数は53万世帯増加し、722万世帯となった。その後も緩やかに

増加を続け、2 0 3 5 年に7 6 8 万世帯まで増加しピークを迎える。以降は減少に転じ、2 0 6 5 年には6 8 1 万

世帯となる見込み。

一世帯当たり平均世帯人員（ 総人口÷世帯数） は、2 0 2 0 年で1 .9 5 人と２ 人を下回り、以降、単独世

帯の割合の増加に伴い2 0 6 5 年には1 .8 1 人となる。
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（ H17）
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（ H22）

2015
（ H27）
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2025
（ R7）
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（ R12）

2035
（ R17）

2040
（ R22）

2045
（ R27）

2050
（ R32）

2055
（ R37）

2060
（ R42）

2065
（ R47）

単独世帯（ 75歳以上）

単独世帯（ 65～74歳）

単独世帯（ 65歳未満）

夫婦のみ

夫婦と子供

その他

（ 万世帯）
予測

370
（ 54.3）

（ 16.8）

（ 18.6）

（ 10.3）

142
（ 35.3）

（ 41.4）

（ 17.5）

令和17年（ 2035年） にピーク
768万世帯

（ 資料） R22までは「国勢調査」／総務省、「東京都世帯数の予測（ 平成31年3月発行） 」／東京都総務局 を基に作成
R27以降は東京都政策企画局による予測値

（ 備考） 1. H2までは世帯の家族類型旧分類区分で記載。H22までの家族類型不詳世帯はその他に含む。
単独世帯の年齢不詳世帯は65歳未満世帯に含む。

2. 単位未満の四捨五入等により、内訳の合計が総数と一致しない場合がある。 5



現状（ 住宅スト ック数と世帯数の推移 ）

住宅・土地統計調査によると、2023（ R５ ） 年において住宅スト ック数（ 約8 2 0 万戸） は、総世帯数

（ 約7 3 0 万世帯） に対し、スト ック上で約9 0 万戸の余裕あり。

総世帯数のピークとなる2 0 3 5 （ R 1 7 ） 年（ 約7 7 0 万世帯） においても、適切な住宅の維持・管理が進

めば、スト ック上で約5 0 万戸の余裕が生まれる見込み。
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住宅数（ 万戸） 182.4 251.4 313.9 379.6 423.9 452.8 481.8 530.0 567.0 618.6 678.1 735.9 767.2 820.1

世帯数（ 万世帯） 196.9 269.2 317.9 366.4 391.5 409.5 436.0 472.0 500.5 548.7 598.5 651.0 685.6 729.5
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（ 資料） 住宅・土地統計調査／総務省※世帯数は、住宅以外の建物に居住している世帯を含む



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7,235,300世帯 総数

948,600世帯 25～34歳

1,214,000世帯 45～54歳

2,139,200世帯 65歳以上

家計主年齢階層別の世帯年収（ 東京都）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7,235,300世帯 総数

1,183,500世帯 夫婦のみの世帯

1,459,600世帯 夫婦と子供から成る世帯

854,600世帯 一人親の世帯

3,664,000世帯 単独世帯

家族類型別の世帯年収（ 東京都）

（ 資料） 令和５ 年住宅・土地統計調査／総務省

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7,235,300世帯 総数

241,200世帯 公営の借家

2,868,500世帯 民営借家

住宅の所有関係別の世帯年収（ 東京都）

100万円未満 100～150万円未満 150～200万円未満 200～300万円未満 300～400万円未満 400～500万円未満

500～700万円未満 700～1000万円未満 1000～1500万円未満 1500～2000万円未満 2000万円以上 不詳
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家族類型別では、単独世帯や一人親世帯で、年収3 0 0 万円未満の世帯の割合が３ 割超

家計主年齢階層別では、25歳未満、65歳以上の世帯で、年収3 0 0 万円未満の世帯の割合が５ 割超

住宅の所有関係別では、公営の借家世帯で、年収3 0 0 万円未満の世帯の割合が８ 割程度

単独世帯 3,664,000世帯

一人親の世帯 428,100世帯

夫婦と子供から成る世帯 1,459,600世帯

夫婦のみの世帯 1,183,500世帯

総数 7,235,400世帯

給与住宅 226,200世帯

民営借家 2,868,500世帯

UR・公社の借家 202,700世帯

公営の借家 241,300世帯

持家 3,235,200世帯

総数 7,235,400世帯

65歳以上 2,139,200世帯
55～64歳 1,141,300世帯

45～54歳 1,214,000世帯

35～44歳 950,100世帯

25～34歳 948,500世帯

25歳未満 309,200世帯

総数 7,235,400世帯

現状（ 世帯年収の状況 ）



現状（ 公的住宅の管理戸数及び高齢化の状況 ）
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都市機構賃貸住宅
（ 全国・世帯主）
2020（ R２ ） 年

公社一般賃貸住宅
（ 名義人）

2025（ R７ ） 年３ 月末現在

都営住宅
（ 名義人）

2025（ R７ ） 年３ 月末現在

名義人・世帯主の
年齢区分

51.5％52.5％31.6％～ 64歳

48.5％47.5％68.4％65歳 ～

【計】
都市機構
賃貸住宅

公社一般
賃貸住宅

高優賃区市町村住宅都民住宅

都営住宅等 区市施行都施行その他公営その他都施行

512,514 159,626 70,961 1,050 50 6,423 22,178  118 3,874247,838総数

○ 公的住宅における名義人等の年齢区分別世帯の割合

○ 公的住宅の管理戸数 （ 2025（ R7） 年３ 月末現在） （ 戸）

（ 資料） 東京都住宅政策本部

（ 備考） ・都営住宅等には、改良住宅、再開発住宅、コミュニティ住宅、更新住宅、従前居住者用住宅を含む。

・区市町村住宅の公営は公営住宅、借上公営住宅の戸数で、その他は特定公共賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、改良住宅、区市町村単独住宅等の戸数。

・一部の区の都市機構賃貸住宅には、区施行の高優賃が含まれるため、区分ごとの合計が計と一致しない。

都内には、約5 1 万戸の公的住宅スト ックがある。

都営住宅の居住者の名義人が6 5 歳以上である世帯の割合は、約７ 割である。

※ 公的住宅とは、都営住宅等、都民住宅、区市町村住宅、高優賃、公社一般賃貸住宅、都市機構賃貸住宅のこと

（ 資料） 都営住宅 － 東京都住宅政策本部、公社住宅 － 東京都住宅供給公社、都市機構賃貸住宅 － 都市再生機構

（ 備考） ・名義人とは世帯の代表者で、同居者は含まれない。

・都営住宅 －改良住宅等を除く。
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これまでのご意見の概要 【 住宅セーフティネット 】

① 単身高齢世帯が今後大幅に増加する こ と が見込ま れる 中、 高齢者が孤立せず安心し て暮ら せる 住環境をど のよ う

に整備し ていく べき か。

総論

○ 東京は全国で最も 単身高齢者が多い地域であり 、 単身高齢者の増加への対応と し て、 特に住宅政策と 福祉部門

が関係し た課題など 、 も う 一段ギアを上げて全国に先駆けた取組、 様々な検討をし ていく べき 。

○ 単身高齢者が増えている 中で、 住宅政策の支援・ サポート の取組が拡充さ れる こ と が重要。

○ サービ ス 付き 高齢者向け住宅や居住サポート 住宅など の供給の計画的な促進のほか、 住宅の長 寿命化、 DXを

活用し た見守り 、 バリ アフ リ ー化への支援の充実など 、 高齢社会に対応し た住ま いの質・ 量、 両面での充実が

必要。

○ 高齢者やマン ショ ンに関し て、 ス ペッ ク アッ プをし て、 フ ィ ールド ごと に解像度高く 課題と 方向性を 示し たほ

う が良い。

現状分析

○ 単身高齢者の増加については、 今後、 人口動向を し っ かり 押さ えていく こ と が重要。 単身高齢者と 一括り にす

る だけではなく 、 その中身をも う 少し 丁寧に見ながら 対策を 考えていく 必要がある のではないか。

○ 今後高齢者になる 世代の単身率が非常に高く 、 賃貸住宅に多く 居住し ている が、 未婚の男性は健康寿命や平均

寿命が短いと いう データ も あり 、 高齢期に入った段階から 様々な懸念が生じ る 可能性がある 。

○ シニア向け賃貸住宅を検討さ れる 方は60歳前後の方が結構多く 、 第二、 第三の人生のためにニーズが非常に

高いが、 受け皿がほと んど ないのが現状である 。
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○ 高齢者自身が住ま いや生活支援サービ ス など の複雑な契約を単独で結ぶのは容易でないため、 契約環境の整備

を 検討し てはど う か。 その際、 高齢者自身や、 それら を支援する 方々へのアド バイ ス など も 必要になる のでは

ないか。

○ 単身高齢者の居住支援は低所得寄り のイ メ ージだが、 東京では高価格帯ゆえに借り にく い事実も ある こ と も 考

える こ と が重要。 一般的な福祉の範囲を 超え、 支援よ り も 応援の視点で住宅政策と 福祉政策の関係を考えてほ

し い。

○ 高齢者が、 リ ス ク が高いこ と を理由に入居を拒ま れる 一方で、 外国人は、 専門の仲介業者も いて家賃保証会社

の審査が通り やすいなど 、 高齢者よ り も 外国人を 入居さ せる オーナーが多く なっている 状況。

生活・ 居住支援

その他

○ 育児や親の介護で大き なサポート と なる 公社住宅の「 近居であんし ん登録制度」 を 拡充し てほし い。

○ 都は各区市町村と のつながり が薄く 、 各区市町村も 縦割り 。 高齢者など セーフ ティ ネッ ト を 求めている 方々は、

地元の区市町村に相談する が、 その区市町村内で斡旋でき ないと 諦めている 状況がある 。

○ 現在のフ ァ ミ リ ー世帯は、 100～120㎡規模の住宅を 必ずし も 必要と し ていないため、 二世帯住宅への改修や、

シェ アハウ ス 、 セーフ ティ ネッ ト 住宅の専用住宅と し て活用する など 、 既存住宅を 活用する 仕組みが広がる と

よ い。

これまでのご意見の概要 【 住宅セーフティネット 】
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② 地域のま ちづく り やコ ミ ュ ニティ 形成にも 貢献する ためには、 都営住宅の計画的な建替えやス ト ッ ク 活用をど の

よ う に進めていく べき か。 ま た、 住宅セーフ ティ ネッ ト の中核と し ての機能を 、 引き 続き ど のよ う に果たし てい

く べき か。

○ 高齢化し ている 都営住宅で、 例えば、 単身高齢者が老後も 安心し て暮ら せる 環境の新し いモデルを作る と いう

こ と も 、 一つの方向性と し てある のではないか。

○ 住宅セーフ ティ ネッ ト の要である 都営住宅を大幅に増設し 、 入居要件も 緩和する こ と が必要。 ま た、 公社住宅

等を借上住宅にし て家賃補助制度の創設など も 必要。

○ 今後単身世帯が大き く 増大する ため、 都のセーフ ティ ネッ ト 機能の充実に向け、 都営団地建替え時の総戸数の

維持を 含む公的住宅の供給力強化を 図る こ と が必要。

総論

維持管理

○ 共有部の維持管理や共益費負担の軽減に向け、 都が積極的に関与する と と も に、 中期的には、 共有部の維持管

理等は、 都が主体的に担う 方向で制度設計を 行う べき 。

○ 都営住宅等において、 ペロ ブス カイ ト ・ Airソ ーラ ーの導入を推進すべき 。

これまでのご意見の概要 【 住宅セーフティネット 】
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○ 都営住宅の外国人居住者に関わる 自治会運営の課題への対策を 検討すべき 。

○ 自治会や管理組合に外国人が関わる 仕掛けは大事だが、 そも そも 日本人だけでも 運営自体が難し く なっており 、

従来型の運営形態だけでなく 、 よ り 多く の人が関わり やすい運営形態を考えていく こ と が必要ではないか。

○ 小規模な都営住宅団地における 居住者の高齢化によ る 買い物難民対策について検討すべき 。

自治会・ 居住者

ま ちづく り と の連携

○ 公営住宅団地における 社会的孤立の問題への対応と し て、 都営住宅における 「 東京みんなでサロ ン」 は意義の

ある 事業であり 、 既存事業の効果を 検証し つつ取組を 拡げていく べき 。

○ 高齢者や障害者世帯に対応する ため、 都営団地の建替えに伴う 創出用地において、 健康増進施設やグループ

ホーム など 福祉機能の充実やにぎわいの創出への取組も 重要。

○ 地域福祉の専門職等と の連携をど う 進める か、 集会所など の施設をど う コ ミ ュ ニティ 形成に活用する が求めら

れており 、 集会所等の管理を、 担い手不足が進む自治会だけに委ねる こ と は難し く なり つつある のではないか。

募集方法

○ 都営住宅の応募割れについて、 要因を し っ かり 調査する 必要がある のではないか。

○ 都営住宅や公的住宅は入居の手続に時間がかかる ため、 DX化等にも 取り 組んでいる と 思う が、 でき る だけ空

き 家になる 期間を短く する 仕組みが大事。

これまでのご意見の概要 【 住宅セーフティネット 】
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これまでのご意見の概要 【 住宅セーフティネット 】

③ セーフ ティ ネッ ト 機能の強化を進める にあたり 、 区市町村や業界団体等と ど のよ う に連携し ていく べき か。 ま た、

福祉施策と はど のよ う に連携し ていく べき か。

○ 居住費が高騰する 中、 エッ センシャ ルワ ーカーで住宅に困っている 方々への家賃低廉化支援、 多子世帯や都営

住宅の抽選に外れた方々への住宅支援や家賃補助が必要。

○ 高齢者だけでなく 多世代が孤立せず安心し て暮ら せる 住環境形成のため、 地域のコ ミ ュ ニティ の再生が課題。

○ 収入階層については年数が経つと 変わってく る と いう こ と を踏ま え、 セーフ ティ ネッ ト と アフ ォ ーダブル住宅

を 考えていく 必要がある のではないか。

住宅確保要配慮者について

居住支援に対する 関わり 方

○ ソ ーシャ ルビ ジネス と し て地域の居場所づく り を行っ たり 、 福祉の仕組みと 連動し てビ ジネス 的な観点も 持ち

ながら 地域に入っている よ う なプレ イ ヤーの方々が活躍でき る 土壌を 提供する こ と が重要。

○ 居住サポート 住宅において、 居住支援法人等が行う 入居中のサポート について、 法人が独自に負担し なければ

なら ないなど の課題がある ため、 こ う し た社会的事業への公的な支援についても 積極的に考えていく べき 。

○ 居住支援において、 区市町村を超えた横の連携については、 都がも う 少し リ ード する 余地がある のではないか。
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○ 公社住宅は、 アフ ォ ーダブル住宅と し てセーフ ティ ネッ ト の役割を 果たすべき 。

○ 自治体が空き 家を借り 上げてリ フ ォ ームし 、 住宅困窮者やグループホーム、 アフ ォ ーダブル住宅の整備が一層

進むよ う 新たなス キームを 検討すべき 。

セーフ ティ ネッ ト に係る 住宅供給

福祉と の連携

○ 東京は全国で最も 単身高齢者が多い地域であり 、 単身高齢者の増加への対応と し て、 特に住宅政策と 福祉部門

が関係し た課題など 、 も う 一段ギアを上げて全国に先駆けた取組、 様々な検討をし ていく べき 。 ＜再掲＞

○ 単に人間関係が少ないと いう こ と から の孤立だけでなく 、 生活困窮や心身の健康の問題など 、 複合的な問題か

ら 孤立し ている 入居者を早期に発見し 、 福祉的支援へつなげる こ と も 喫緊の課題。

○ 福祉と 住宅と いう 部局を 超えた連携の取り づら さ と 、 都営住宅所管の都と 福祉行政を担う 区市町村と いう 自治

体レ ベルの違いの二つのハード ルの克服を目指し 、 特に基礎自治体の福祉部局と の連携促進策の議論が必要。

これまでのご意見の概要 【 住宅セーフティネット 】



公社一般賃貸住宅

15

※； 東京都住宅供給公社提供資料（ p16～p26）
（ 書式等は東京都において一部加工等し ていま す）
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現状（ 公社一般賃貸住宅 ）

 

 

 



現状（ 公社一般賃貸住宅 ）
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これまでの主な取組（ 公社一般賃貸住宅 ）
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これまでの主な取組（ 公社一般賃貸住宅 ）
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都民住宅
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〇 管理戸数 66団地 3,681戸（ 区部: 36団地 1,830戸、市町部: 30団地 1,851戸） ※令和６ 年度末時点

〇 専有面積 平均約70㎡（ 最大107㎡、最小53㎡）

※都市型誘導居住水準である原則50㎡以上125㎡以下、かつ、2つ以上の居室

○ 家賃 市場家賃調査に基づく近傍家賃（ 区部平均約12万円、市部平均約７ 万円、入居者平均89,071円/月） ※令和６ 年度末時点

○ 入居資格 同居親族のある中堅所得者（ 収入分位 25％～80％）

○ 空き住戸率 約12％程度（ 430戸、令和６ 年度末）

○ 根拠規定 東京都地域特別賃貸住宅条例（ 昭和63年度～） 、東京都特定公共賃貸住宅条例（ 平成５ 年度～）

※特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（ 平成５ 年法律第５ 号）

都住併存・棟内合築型 都住併存・敷地共有別棟型 単 独 型 単独型（ 他施設併設型）

25団地 1,438戸 26団地 1,496戸 ８ 団地 349戸 ７ 団地 398戸

併存施設

■都民住宅 ■都民住宅
都営住宅

都営住宅 ■都民住宅 ■都民住宅

参考: 棟属性

※データはいずれもワーデン住戸除く

空家率: 13.2％ 空家率: 10 .6％ 空家率: 12 .6％ 空家率: 9.3％

※令和６ 年度末時点

28

現状（ 都民住宅 ）

都施行型都民住宅の概要



東雲二丁目第2アパート 多摩ニュータウン 上柚木第2団地

【都住併存・棟内合築型】 【都住併存・敷地共有別棟型】 【単独型】

春江町三丁目団地

29

現状（ 都民住宅 ）

都施行型都民住宅の概要



管理戸数

空き住戸数

管理戸数 : 3 ,6 8 1 戸

空き住戸数: 4 3 0 戸

30

現状（ 都民住宅 ）

都施行型都民住宅のス ト ッ ク

※令和６ 年度末時点



名義人年齢 １ 人世帯２ 人世帯３ 人世帯４ 人世帯５ 人世帯６ 人世帯７ 人世帯８ 人世帯 合計 (構成比)

～24 4 2 6 (0.2% )

25～34 3 23 36 11 2 1 76 (2.3% )

35～44 7 64 95 66 24 2 1 259 (8.0% )

45～54 19 184 222 204 59 6 1 1 696 (21.5% )

55～64 35 285 269 254 77 8 1 929 (28.7% )

65～74 46 245 215 156 44 12 2 720 (22.2% )

75～84 69 190 144 50 6 2 461 (14.2% )

85～ 24 45 17 7 93 (2.9% )

合計 203 1,040 1,000 748 212 31 4 2 3,240 -

(構成比) (6.3% ) (32.1% ) (30.9% ) (23.1% ) (6.5% ) (1.0% ) (0.1% ) (0.1% ) - -

世帯人数
・ 名義人の平均年齢: 6 0 .9 歳

・ 平均世帯人数: 3 .0 人

・ 平均居住年数: 1 3 .７ 年

詳細（ 年齢別・世帯人数別の世帯数） （ R7.3時点）

※データはいずれもワーデン住戸除く

90.7%

83.0%

84.0%

85.0%

86.0%

87.0%

88.0%

89.0%

90.0%

91.0%

92.0%

93.0%

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R8.1

入居率

入居率改善

■ 抽せん方式募集から、順次先着順募集に切り替え、

令和４ 年からすべての団地で先着順募集を実施

31

これまでの主な取組（ 都民住宅 ）

都施行型都民住宅の入居率と 入居世帯の状況

入居率は近年改善傾向（ 令和８ 年１ 月時点で90.7％）

高齢者世帯や単身世帯の割合は都営住宅より低い



（ 参考） 区市町村営住宅

32
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（ 参考） 都内区市町村営住宅のスト ックについて

国立市

（ 0 ）

国分寺市

東村山市

令和６ 年度末時点 東京都住宅政策本部調べ

1001～2000251～1000101～2501～100

千代田区

中央区

港区

新宿区

文京区
台東区 墨田区

江東区

品川区

目黒区

大田区

世田谷区

渋谷区

中野区

杉並区

豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

八王子市

立川市 武蔵野市

三鷹市

青梅市

府中市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市

福生市

狛江市

東大和市

清瀬市

東久留米市

（ 0 ）
武蔵村山市

あき る 野市

多摩市

羽村市

稲城市

西東京市

奥多摩町

日の出町

檜原村

瑞穂町

◇区市町村営住宅の管理戸数は、約２ 万２ 千戸



都内区市町村営住宅ストックは約2.2万戸（ R６ 年度末現在） 区部約1.4万戸 市町村部約0.8万戸

年間供給戸数は1,000～1 ,400戸であり、R３ 年度からR６ 年度までの供給戸数は約5,100戸

過去23年の間に、都内全体で約４ 千戸増

区部において約４ 千戸増（ 内、約3.7千戸は都営住宅の移管） 市町村部は横ばい

区部では移管や建替えによる増加がみられる一方、市部においては、借上公営住宅の管理期間終了や

除却により管理戸数が減少している自治体がある。

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

H13 H18 H23 H28 R3

（ 戸）

区市町村住宅管理戸数の推移

区部計 市町村部計 総計
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令和６ 年度末管理戸数
増減率

H13 →R6
令和６ 年度末管理戸数

増減率

H13 →R6
令和６ 年度末管理戸数

増減率

H13 →R6

千代田区 370 44.5% 八王子市 1,480 12.9% 瑞穂町 72 0.0%

中央区 130 31.3% 立川市 545 0.0% 日の出町 67 36.7%

港区 323 26.2% 武蔵野市 237 28.1% 檜原村 23 -17.9%

新宿区 991 2.7% 三鷹市 129 -7.9% 奥多摩町 44 120.0%

文京区 225 64.2% 青梅市 679 -13.2% 大島町 213 -7.0%

台東区 222 53.1% 府中市 679 15.9% 利島村 28 -12.5%

墨田区 388 90.2% 昭島市 20 0.0% 新島村 78 -1.3%

江東区 652 16.6% 調布市 280 9.8% 神津島村 55 10.0%

品川区 409 12.7% 町田市 548 22.3% 三宅村 210 -4.1%

目黒区 698 82.2% 小金井市 160 -10.6% 御蔵島村 26 -13.3%

大田区 1,663 64.5% 小平市 27 0.0% 八丈町 425 -11.1%

世田谷区 1,511 48.6% 日野市 533 -19.0% 青ヶ 島村 0 -100.0%

渋谷区 552 184.5% 東村山市 91 -9.9% 小笠原村 0 ―

中野区 567 12.3% 国分寺市 20 0.0% ※島し ょ 部及び江戸川区については

杉並区 1,310 47.7% 国立市 0 ― データ 比較可能なH18 →R8の値  

豊島区 379 25.9% 福生市 312 -1.9%

北区 957 27.6% 狛江市 45 0.0%

荒川区 86 0.0% 東大和市 19 -59.6%

板橋区 753 50.0% 清瀬市 127 -18.6%

練馬区 894 59.4% 東久留米市 0 ―

足立区 796 8.6% 武蔵村山市 22 -38.9%

葛飾区 554 50.5% 多摩市 112 -15.2%

江戸川区 65 0.0% 稲城市 10 0.0%

羽村市 131 0.0%

あき る 野市 211 20.6%

西東京市 25 -58.3%

島

し

ょ

町

村

部

区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部

市

 

 

 

 

 

 

 

 

部

区市町村住宅管理戸数及び増減率

（ 参考） 都内区市町村営住宅のスト ックについて



区営住宅の建替えに合わせて区有施設の整備を図る事例（ 千代田区 四番町住宅）

・事業概要

隣接する四番町住宅（ 16戸・築40年） と四番町アパート

（ 38戸・築35年） 及び併設する保育園・児童館・図書館等

の一体的な建替えにより各施設の機能拡充を図る。

・建替戸数 54戸

・事業期間 平成30年度～令和８ 年度（ 予定）

区営住宅の再編・整備の起点となる建替事例（ 板橋区 仲宿住宅）

・事業概要

公営住宅の将来にわたる安定的、継続的供給のため、敷地の高度利用が

見込める区営住宅を建替え、周辺の区営住宅の再編・整備を行っている。

また、建替時都営住宅移管制度を活用して建替を実施した。

・建替戸数 129戸

・事業期間 令和４ 年度～令和６ 年度

未許諾写真

35

（ 参考） 区市町村営住宅における取組について



島しょ部における公営住宅整備と移住・定住促進（ 八丈町）

・事業概要

町営住宅ストックの計画的な更新や長 寿命化を進め、良質な町営住宅を

提供している。令和７ 年度には、新たに一棟の町営住宅の建替えが完了

した。また、島内外への情報発信を通じ、移住希望者を含めた利用率の向

上を図っている。

公営住宅の併設施設を活用した地域のつながりの場の提供（ 立川市 一番町北住宅）

・事業概要

居住者や近隣住人、団体がつながる場として

「地域福祉アンテナショップ」事業を展開。

市営住宅併設の福祉施設を活用し、相談や

ものづくり、屋内スポーツを楽しむ場として利用

されている。
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（ 参考） 区市町村営住宅における取組について

町営粥倉住宅（ 令和７ 年度竣工）



（ 参考） UR 賃貸住宅

37
※； 都市再生機構提供資料（ p38～p56）
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【 年齢別人口構成（ 国勢調査と の比較） 】

※ＵＲ 賃貸住宅は「居住者定期調査（ 層化無作為抽出法） 」による。
※国勢調査（ 東京都） は「国勢調査」（ 総務省統計局） （ h ttps://w w w .sta t.g o.jp/da ta /kokuse i/2015/index.htm l） を加工して作成

2020年
（ R2）

2015年
（ H27）

3 6 .2 8 %36.13%
UR賃貸住宅居住者

（ 東京都）

2 2 .7 4 %22.67%
国勢調査

（ 東京都）

2020年
（ R2）

2015年
（ H27）

2 2 .1 5 %21.51%
UR賃貸住宅居住者

（ 東京都）

1 1 .2 4 %11.05%
国勢調査

（ 東京都）

【 高齢人口（ 6 5 歳以上） の割合） 】

【 単身高齢人口（ 6 5 歳以上） の割合） 】

2020UR賃貸（ 東京都） 2020 国調（ 東京都）

65歳以上
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https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/index.html
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2 0 3 0 （ R 1 2 ）

2 5 0
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近居促進制度 子育て世帯等支援制度
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•

•

•

※既登録解除住戸を含む。 ま た、 北九州市は要請を受けている が、 提供実績は０ 戸。
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［ 住宅セーフティネット を支える公的賃貸住宅の適切な供給の観点］

 都営住宅を中核とする住宅セーフティネットの中で、公社住宅の役割はどうあるべきか。

 区市町村やＵ Ｒ など他主体が供給する公的賃貸住宅との連携はどう進めるべきか。

［ 都営住宅を的確に供給・管理する観点］

 地域によって応募状況が異なる中、住宅に困窮する都民により的確に住宅を供給するためには、どのような

取組が必要か。

 高齢者だけでなく、子育て世帯も含めた様々な都営住宅へのニーズに、どう対応していくべきか。

 団地を適切に管理することにより住環境を一層魅力的なものとするためには、どのような取組が必要か。

［ 都営住宅等の適切な維持・更新の観点］

 都営住宅へのニーズが地域や立地によって異なる中、どのようにストックの更新に反映させるべきか。

 工事費・人件費高騰など社会状況が変化する中、都営住宅や公社住宅を持続可能な公的ストックとして

適切に維持・更新していくためには、今後どのような取組が必要か。

 建替え等により創出される用地を、今後、社会の変化を踏まえながら周辺のまちづくりや住宅施策等に活用

していくためには、どのような視点が必要か。

現状を踏まえた問題意識 【 住宅セーフティネット （ 都営住宅等公的賃貸住宅） 】
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［ 低額所得者等の住宅確保要配慮者向けの民間住宅スト ックの観点］

 低額所得者等の住宅確保要配慮者の住まいを支える民間賃貸住宅／居住支援のネットワークの中におい

て、東京ささエール住宅等はどのような役割を担うべきか。また、今後、どのような住宅ストックを活用し供給さ

れるべきか。

 要配慮者の福祉的ニーズに対応するため、新たに創設された居住サポート住宅をはじめとする居住支援法

人と連携した住まいは、行政の福祉部門との連携の観点も含めて、今後、どのような住宅ストックを活用し供

給され、また運営されるべきか。

［ 高齢者等向けの民間住宅スト ックの観点］

 介護度が高くなっても地域に住み続けられる住まいは、今後、どのような住宅ストック等により供給され、また

運営されるべきか。

 元気で自立した高齢者の住まいの選択肢として、見守り機能やコミュニティ形成にも配慮された住宅を市場

において普及させるにはどのような施策を講じるべきか。

 高齢者が元気なうちに、ニーズに応じた住まいに安心して住み替えができる環境を整備するためにはどのよう

な取組が必要か。また、既存ストックの適切な流通・循環につなげていくためにはどのような取組が必要か。

［ 居住支援を支える担い手・ネット ワーク形成の観点］

 居住支援法人等の活動の活性化を図るためにはどのような施策を充実させるべきか。

 地域における実効ある居住支援のネットワークを充実させるために、区市町村居住支援協議会の運営はど

のようなものであるべきか。また、都協議会はどのような役割を担うべきか。

現状を踏まえた問題意識 【 住宅セーフティネット （ 民間賃貸住宅） 】
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